
様式 １ 公表されるべき事項

独立行政法人航空大学校の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

① 平成２１年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

役員報酬は、国家公務員の給与及び民間企業の役員報酬等の水準を考慮するとともに、独立

行政法人評価委員会における業務評価の結果を勘案することとしている。

また、独立行政法人航空大学校役員報酬規程により、勤勉手当については、役員の業績に応

じ、増額又は減額できることとなっている。

② 役員報酬基準の改定内容

法人の長 平成２１年１２月より俸給月額の引き下げ ９２２，０００円→９１９，０００円

（同年４月から１１月までの較差相当分は、１２月期の期末手当で減額調整）

期末・勤勉手当の年間支給率の引き下げ ３．３５月分→３．１０月分

監事 平成２１年１２月より俸給月額の引き下げ ５９２，０００円→５９０，０００円

（同年４月から１１月までの較差相当分は、１２月期の期末手当で減額調整）

期末・勤勉手当の年間支給率の引き下げ ３．３５月分→３．１０月分

監事（非常勤）

平成２１年１２月より俸給月額の引き下げ ２４７，０００円→２４６，０００円

別 添

２ 役員の報酬等の支給状況

平成２１年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

15,122 11,052 3,995 75 （通勤手当） ＊

千円 千円 千円 千円

8,875 7,096 1,730 49
（通勤手当）

4月1日

千円 千円 千円 千円

2,960 2,960 - -
（ ）

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、

該当がない場合は空欄としている。

３ 役員の退職手当の支給状況（平成２１年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

1,776 2 - H21.3.31 1.0

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入している。

注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。

監事
（非常勤）

監事

当該役員に対する業績勘案率につ
いては、「役員退職金に係る業績勘
案率に関する方針」に基づき1.0と
決定されたものである。

法人の長

摘 要

前職

法人の長

監事

監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人での在職期間

注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。

退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、

該当がない場合は空欄としている。



Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

中期計画における組織運営の効率化のもと、教育業務、教育支援業務及び管理業務のそれぞれ
について、見直しを図るものとし、 常勤職員数を中期期間中に 約１０％程度削減する。

② 職員給与決定の基本方針
ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

国家公務員の給与構造改革を踏まえ、職員の給与について、必要な見直しを進める。

イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

職員の勤務成績に応じ、下記２項目について給与に反映することとしている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

ウ 平成２１年度における給与制度の主な改正点

平成２１年１２月より若年層を除く俸給月額の引き下げ 平均０．２％減
（同年４月から１１月までの較差相当分は、１２月期の期末手当で減額調整）

自宅に係る住居手当（月額２，５００円）を廃止

期末・勤勉手当の年間支給率の引き下げ

（常勤職員 ４．５０月分→４．１５月分 再任用職員 ２．３５月分→２．２０月分）

勤務評定に基づき査定昇給を実施

賞与：勤勉手当
（査定分）

勤務成績に応じて勤勉手当の支給率を加減

① 人件費管理の基本方針

給与種目

俸 給

制度の内容

２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

69 41.9 7,154 5,338 72 1,816
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 36.3 5,538 4,170 59 1,368
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 46.8 8,712 6,447 80 2,265
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 38.0 5,779 4,386 72 1,393

人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

15 40.5 3,174 2,758 74 416
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 25.0 2,297 1,868 87 429
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 60.8 4,465 4,465 37 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 54.8 3,795 2,858 88 937

事務・技術

その他教育職種

うち賞与平均年齢
平成２１年度の年間給与額（平均）

総額
区分

非常勤職員

事務・技術

その他教育職種

整備・運用

その他教育職種

整備・運用

事務・技術

再任用職員

常勤職員

うち所定内人員

整備・運用

3 54.8 3,795 2,858 88 937

注１：在外職員及び任期付職員については、該当者がいないため、表を省略する。

注２：再任用職員は該当者が1人であり、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人員以外は記載していない。

整備・運用



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔常勤職員のみ。以下、⑤まで同じ。〕

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である、以下⑤まで同じ。

注２：年齢24歳～27歳及び32歳～39歳以外の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること

から、平均給与額を表示していない。
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平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千円

人
千円

から、平均給与額を表示していない。

注３：年齢24歳～27歳及び32歳～35歳以外の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること

から、第3四分位及び第1四分位を表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

本部部長・同相当職 2 - - - -

本部課長・同相当職 2 - - - -

本部課長補佐・同相当職 2 - - - -

本部係長・同相当職 7 34.5 4,592 4,784 4,924

本部係員 7 28.1 3,025 3,376 3,600

注：本部係長・同相当職及び本部係員以外の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること

から、平均給与額を表示していない。

平均年齢人員分布状況を示すグループ 平均



③ 職級別在職状況等（平成２２年４月１日現在）（事務・技術職員）

区分 計 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 事務局長 課 長 課長代理

な職位 企画室長 課長代理 係 長

人 人 人 人 人 人 人 人

20 1 3 該当者なし 2 7 3 4

（割合） ( 5.0%) ( 15.0%) ( 0.0%) ( 10.0%) ( 35.0%) ( 15.0%) ( 20.0%)
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

54～38 37～31 35～27 27～24

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,900～6,479 3,768～3,328 2,831～2,626 2,602～2,146

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,272～8,452 5,057～4,514 3,785～3,509 3,469～2,847

注：7級及び4級の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年齢（最高～最低）以下

の事項については、記載していない。

④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

係員課 長

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～
最低)

人員

係員係 長

区分

所定内給
与年額(最
高～最低)

賞与（平成２１年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

％ ％ ％

62.5 64.0 63.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.5 36.0 36.7

％ ％ ％

最高～最低 42.2～33.8 42.3～31.3 42.2～33.7

％ ％ ％

65.0 68.2 66.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.0 31.8 33.3

％ ％ ％

最高～最低 38.7～31.9 34.8～29.3 34.9～31.2

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員



⑤

対国家公務員（行政職（一）） 106.3

対他法人 99.7

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、すべての独立行政法人を

一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００として、法人が現に支給している給与費から算出さ

れる指数をいい、人事院において算出

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案 １１４．９

参考 学歴勘案 １０７．８

地域・学歴勘案 １１４．８

対国家公務員 １０６．３

当校は運輸省の附属機関として設立された後、平成１３年４月に独立行
政法人へ移行しており、職員給与については、国家公務員の給与に関す
る法律や人事院規則に準拠して支給されているが、都市部の官署に在籍
していた国家公務員からの出向者がおり、これらの職員に対する地域手当
の異動保障（調査対象人員２０人中１２人が受給：６０％）や単身赴任手当
（調査対象人員２０人中４人が受給：２０％）等の支給が、対国家公務員指
数（特に地域勘案、地域・学歴勘案）を押し上げる要因となっている。
なお、事務・技術職員の調査対象人員は２０人と少なく、指数算出のため

の母数が小さいため、人事異動に伴う属人的な事情の変化等により、指数
が大きく左右されてしまうことがある。

指数の状況

項目

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

国に比べて給与水準が
高くなっている定量的な
理由

《参考》 国家公務員における地域手当の支給割合（平成２１年度）

内容

30.0%

【支出総額を占める給与・報酬等支給総額の割合】
30.87%

【累積欠損額について】
累積欠損額 745,430円（平成20年度決算）
【検証結果】
本件については、ファイナンスリース取引に係るものである。
また、会計処理上の問題であり、近年中に解消される見込である。

内部組織の活性化を図り、業務運営の効率化を推進するため、国の組織
等と人事交流を行うこととしているが、都市部に勤務していた者を受け入れ
る場合には、当該者を単身赴任とするケースが多い。

《参考》 国家公務員における地域手当の支給割合（平成２１年度）
・ １級地（１７％）：東京都特別区
・ ２級地（１４％）：大阪市など

～
・ 非支給地：航空大学校所在地（宮崎市、帯広市、岩沼市）

【管理職の割合】

給与水準の適切性の
検証

【大卒以上の高学歴者の割合】

20.0％（管理職割合低下のための具体的方策については、検討中であ
る。）

そのような場合には、地域手当や単身赴任手当を支給することになるた
め、これが国家公務員指数を押し上げる要因となっている。

上記を解消するために、今後の人事交流の在り方について、検討するこ
ととし、平成22年度までには下記のとおり抑えることを目標とする。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 95.6％
（国からの財政支出額 2,759,653千円、支出予算の総額 2,886,490千円：
平成２１年度予算）
【検証結果】
支出予算の大半が国からの財政支出によって賄われていることから、給与
水準を上回っている要因の解消をはかる等、適切に運営していくこととす
る。

講ずる措置

同 地域・学歴勘案１０７．２（２１年度比 △７．６）

ととし、平成22年度までには下記のとおり抑えることを目標とする。

平成２２年度対国家公務員指数１００．５（２１年度比 △５．８）



Ⅲ 総人件費について

当年度
（平成21年度）

前年度
（平成20年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

給与、報酬等支給総額の対前年度比については４．９％の減に、また最広義人件費の対前年度比に

ついては、７．７％の減となっている。

主な要因としては、国の給与法改正を踏まえた当校給与規定の見直しに加え、人員の削減及び新陳

給与、報酬等支給総額

130,854

（△37.5％）

101,724 29,130
非常勤役職員等給与

（△4.1％）
福利厚生費

△ 114,392

122,276 120,941

最広義人件費

△ 5,2051,335 （1.1％）

△ 45,408 （△10.9％）△ 108,364884,641

（△8.1％）1,293,987 1,402,550 △ 108,563 （△7.7％）

比較増△減
中期目標期間開始時（平
成18年度）からの増△減

△ 93,620

930,049

△ 55,281

（71.3％）（28.6％） 54,458

区 分

退職手当支給額
156,216 （△26.1％）

（△4.9％）

249,836

主な要因としては、国の給与法改正を踏まえた当校給与規定の見直しに加え、人員の削減及び新陳

代謝による給与等支給額の減少、また、在職期間の比較的短い職員の退職による退職手当支給額の減

少等によるものである。

人件費削減の取り組みについては、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人

件費削減方針を踏まえ、中期計画における「人事に関する計画」により、基準日における常勤役職員数

１２４名を中期目標期間の最終年度までに約１０％程度削減することを指標としており、今後さらなる業務

の効率化等に努めることとする。

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

124 122 120 118 116

△ 1.6 △ 3.2 △ 4.8 △ 6.4

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

総人件費改革の取組状況

年 度

人員数
（人）

人員純減率
（％）


